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開 会 時 刻  午後２時 

 

 ただいまから、平成２８年第２２回教育委員会定例会を開催します。 

 はじめに日程第１、署名委員を決定します。尾上委員と石井委員にお願い

いたします。 

 続いて日程第２、議案の審議にまいります。 

 はじめに第４４号議案、教育に関する事務の議案についての区長からの意

見聴取についてを議題といたします。この議案は、教育に関する事務の議案

について、平成２８年第４回江戸川区議会定例会で審議するに当たり、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、区長から教

育委員会に対して意見聴取されたものであります。本件は議会に上程される

前の議案に関することであり政策形成過程にある案件であることから、江戸

川区教育委員会会議規則第１３条に定める秘密会として審議したいと思いま

す。 

 あわせて、第４５号議案、第４６号議案につきましても同様に政策形成過

程にある案件であることから秘密会にして審議したいと思いますが、この発

議に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

 全員賛成でございます。これより会議は秘密会となります。 

 なお、第４４号議案から４６号議案につきましては、議案が議会に上程さ

れた後に議事録の公開を可能とさせていただきます。 

 

〔第４４号議案から第４６号議案の審議 政策形成過程終了につき公開〕 

 それでは、まず第４４号議案から審議いたします。内容について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

第４４号議案、教育に関する事務の議案についての区長からの意見聴取に

ついてでございます。 

 区長から教育長宛て、教育に関する事務の議案についてという文書がござ

います。平成２８年第４回江戸川区議会定例会に下記の議案を提出する予定

です。ついては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定

により教育委員会の意見を聴取いたします。記書きがございます。１、平成

２８年度江戸川区一般会計補正予算中教育の事務に関する部分、２、幼稚園
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教 育 長 

教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、この２点についての意

見聴取でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、まず最初の平成２８年度江戸川区一般会計

補正予算中教育の事務に関する部分でございます。今回の補正予算につきま

しては、こちらに概要として案をお示ししてございますが、職員の給与費に

ついての補正でございます。教育推進費、そして学務費、教育指導費、学校

施設費、教育研究所費と、それぞれ一般職の給与費の補正になります。と申

しますのは、まず一番上に、教育費の既に計上している額ということで２５

７億６，０２９万８，０００円に対しまして、今回の補正額総額で２１２万

４，０００円というものです。内訳は下の表をごらんいただければと思いま

す。 

 まず、教育推進費、教育推進課の一般職の給与費が最初にございます。ま

ず、この教育費の予算の計上でございますが、当初予算につきましては、平

成２７年度の現員現給ということで、２８年度の当初予算を計上してござい

ます。実際に下の表でごらんいただきますと、教育推進費の一般職の給与費

が今回、２，４６１万４，０００円の増となっておりますが、その内訳とし

て給料、そして、職員の手当と共済費となっています。 

 実は、教育推進課の職員数でございますが、昨年の当初予算を組む際の現

員現給が１３８人、実際に２８年度に入りまして、１３９人と１名の増とな

っております。出入りで２名増に対して１名減ということで、差し引き１名

増になっております。そして、今年度の予算で足りないということになりま

して、ここで増額の補正になります。それぞれ給与が１，４３３万円で、手

当の部分が１，５８５万４，０００円。反対に共済費についてはマイナスの

５５７万円となります。 

 それが、例えば小学校費、これは区費の職員、小学校での区費の職員、こ

ちらも人数の減ということで減額になります。それから中学校費、こちらは

職員数は実際には増えておりますので増額と、足りないということでありま

す。幼稚園費については、実際には減っておりますので減額の補正と。それ

ぞれの課がそういったことで今回、まとめて教育委員会だけではなくて他の

分も含めて財政課のほうでこの基礎数字は算出して、今回補正に挙げるとい

うものでございます。ということで教育費としては、２１２万４，０００円

の増額という補正額でございます。１点目については以上でございます。裏

面に他の課の内訳もつけさせていただいています。よろしいでしょうか。 

 

 説明を続けましょう。 
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 ２点目の幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

 お手元に新旧対照表をおつけしております。今回の給与条例の改正につい

ては特別区人事委員会勧告の内容について、区長会と特区連との交渉で妥結

した内容についての条例改正であります。１枚目の第１条関係でございます

けれども、こちらは２８年度について適用されるというものです。今回の勧

告についてのポイントで言いますと、まず公民格差、月例給について公民格

差が５８４円ということで、０．１５％、これを解消するために給料表を改

定しますというものです。それから、この給与改定については、２８年４月

１日にさかのぼって実施をしますというものです。 

 もう一点が特別給の改定です。これは、年間の特別給の支給月額を０．１

月分引き上げるというものです。現行が４．３月のものを４．４月に引き上

げるという内容です。特別給には期末手当と勤勉手当という２種類がありま

すが、この引き上げ分については、勤勉手当に割り振るという内容です。 

 なお、特別給の実施でございますが、本年１１月３０日に施行、そして、

１２月１日からその基準日として実施をするという予定でございます。今回

の議会に諮るという条例の改正案でございます。 

 今回の月例給及び一時金の引き上げについては、３年連続ということにな

っています。これについては２５年ぶりということの勧告内容で、それをも

とにする条例改正ということになります。 

 まず、一つ目の新旧対照表、第１条と書いてございます上の部分、新旧対

照表第１条関係と書いてあるものをごらんいただきたいと思いますが、赤字

で示した部分が改定部分になります。先ほど申し上げました勤勉手当につい

て、第３０条２項で支給割合を規定されております。右側が旧のほうになり

ますが、こちらは２８年度分の適用の改正が第１条ということになります。 

 まず２項の部分で、職員の給与月額に１００分の８５とこれまで書いてあ

ったものが左側で９５ということで、１００分の１０ここで上がるという規

定の変更です。括弧書きにあります赤字については、管理職の手当を受ける

職員については、１００分の１０５が１００分の１１５になるという改定で

す。 

 ３項にありますのは、再任用職員に対しての引き上げの改正分です。こち

らは、０．０５カ月が引き上げられましたので、それをここに規定されてお

ります。 

 裏面をごらんいただきますと、別表第１というところに赤字がついており
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ますが、それが別表が別に添付させていただきました給料表ということにな

ります。縦書きで細かい字で恐縮なのですが、これは職員と同様に幼稚園教

育職員もこのような形で給料表が定められておりますので、これが新旧での

対象ということで別表ということになります。 

 第１条に関しては２８年度の適用分ということになります。もう一点、実

は３ページ目から第２条関係という今回の改正の第２条があります。こちら

は、２９年４月１日施行分の改正分になります。３ページ、新旧対照表の３

ページ目が第２条関係と左肩の部分に書いてあります。こちらは、２９年４

月１日施行分ということであります。 

 なぜ１条、２条と分かれるかということになりますが、実は給料表、月額

の給料表の改定は先ほど申し上げましたけども、２８年４月１日までさかの

ぼります。それが１条関係に記されております。 

 それから、特別給が年で０．１月分上がりますと申し上げましたけども、

この特別給の勤勉手当というのは６月と１２月の支給です。６月は既にもう

支給されておりますので、１２月の支給分で２８年度の０．１月を支給する

という改定を今回しています。第１条でしています。ただし、本則は６月、

１２月でそれぞれ０．０５カ月上げるというようなことに戻すために第２条

関係でもう一度、一度改正した１条で改正したものを戻している。０．５戻

している、そういう改正がまた第２条となっております。 

 

 １００分の８５を１００分の９５にして、１００分の９５を１００分の９

０にすると、そういうことね。 

 

 ０．０５戻すと。６月、１２月の２回に分けて支給をしますよという本来

のものに戻すのが第２条関係です。第１条では６月に既に支給している部分

についても、合わせて１２月で支給するために、０．１カ月分を一度に乗せ

ていく改正をしているというものです。こういう改正になります。 

 ただし、第２条関係、５ページ目をごらんいただきたいと思います。第２

条関係の付則の部分ですけれども、施行期日等ということで書いてございま

す。この条例は公布の日から施行すると。ただし、第２条の規定は平成２９

年４月１日から施行すると。先ほど申し上げたように、本則に戻すために勤

勉手当をもとに戻す。０．０５カ月に戻すと、というような改正を第２条で

はします。 

 第１条の規定の括弧書きであります第３０条第２項及び第３項の改定規定

を除く、これは先ほど言いました勤勉手当の０．１カ月分を１２月で支給す
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るための第１条の規定、これを除く次項において同じということがあります

が、給料表については４月１日に施行になりますよということがここに書か

れています。給料表は４月１日にさかのぼり、勤勉手当はさかのぼりません

という規定です。 

 施行期日等の第３、これは適用日から施行日の前日までの間における異動

者の号給。例えば、これは昇給ですとか昇格、それから、育児休業等も入り

ますけれども、そういった給料表の異動があった場合においてはということ

での規定です。３項の下のところに、当該適用または異動の日における号給

は、人事委員会が定めるということで規定をされております。 

 次が適用日前の異動者ということで、これについても号給の調整を行いま

す。内容は人事委員会で行います。一番最後の行に書いてあります施行日か

ら２９年３月３１日までの間における異動者の号給の調整というのも、これ

も調整をするということで、人事委員会の定めるところにより必要な調整を

行うことができるという規定になっています。よろしいでしょうか。 

 複雑で恐縮なのですけども、基本的には月額が上がります。それから、特

別給も０．１月分が上がります。それについては、今年度は１２月に１回で

支給します。ただし、本則は６月、１２月の２回の勤勉手当に分けて支給を

するという規定をあわせて１条、２条という形で規定をするという、そうい

うつくり込みになっています。よろしいでしょうか。 

 

 よろしいですか。第４４号議案について、ご質問とかご意見ございました

らお願いします。 

 

 これ、あれですよね。何カ月か前、日にちわからないですけど、要するに

公民格差で上がるというのがありましたよね、のあれですよね。 

 

 特別区人事委員会の勧告に従って、交渉によって決まったと、妥結した内

容です。 

 

 何年かぶりというかあれですよね、上がったというのは。 

 

 公民格差という説明がありましたが、民としてはどのようなところが対象

になっているのでしょうか。 

 

 特別区内の企業規模５０人以上、かつ事業所規模５０人以上の９，４７７
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事業所を母体とした数字ということになります。 

  

ありがとうございます。 

 

 事業所というのは江戸川区、特別区内ですか。 

 

 特別区内です。 

 

 わかりました。 

 

 だけど、特別区内の５０名以上の企業が九千何ぼのわけないよね。尾上委

員、そういうことですよね。 

 

 ５０名以上の事業所から抽出したのが１，０８１ですから、全事業所数と

しては９，４７７です。５０名以上は。 

 

 ２３区内で。 

 

 特別区内です。 

 

 よろしいですか。いいですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 では、ないようでございますので、このとおり決定させていただきます。 

 次に、第４５号議案、幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する

規則の一部改正についてを議題といたします。事務局から説明をお願いいた

します。 

 

 ただいま、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施

行に伴いまして、関連の規則の改正が４５号議案、４６号議案と続きますの

で、一括で説明させていただいてよろしいでしょうか。 

 

 よろしいですね。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 一括して説明をお願いします。 

 

 ただいまの給与条例の改定に伴いまして、まず４５号議案、幼稚園教育職

員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部の改正についてでございま

す。 

 お手元に新旧対照表をおつけしてございます。１枚でございますが、この

中で別表第３ということで赤字でお示ししております。別に添付させていた

だきました号給がこういったものです。２級、３級、４級ということでお示

ししてございます。これが幼稚園の教育職員の給与の級でございます。 

 今回の改正は付則の部分です。この規則は交付の日から施行し、この規則

による改正後の幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一

部は、２８年４月１日から適用するということでさかのぼります。 

 この別表の内容が少し改正になっています。といいますのは、今回の人事

院勧告が３年間、月例給が引き上げられたことに伴いまして、例えば、今回

の人事院勧告で大きく変更されたのは、管理職ですとか係長職の職責の高ま

りを考慮して引き上げを強くしたと。一般職の上がり方よりも係長級、それ

から、管理職級の上がり幅が大きくしましたよというそういう改正内容です。

といいますのは、背景にはなかなか管理職にはなり手がいないとか、そうい

ったこともあるのでしょうけども、職責の高まりというようことも言われて

おります。 

 今回の昇給の改正というのは、昇格した場合、例えば、２級の一般の先生

が３級の副園長に昇格する場合における、対応する号給を調整するというも

のであります。 

 続きまして、４６号議案は、先ほどもありました勤勉手当の条例の中でも

規定されておりましたものでございます。それを規則として、勤勉手当規則

の中でも改正を行うというものでございます。 

 ですので、まず第４条の１項で、１０６分の９５、１００分の８５が１０

０分の９５へ変わりますと、管理職については、１００分の１０５が１００

分の１１５に変わりますと、そういう規定でございます。 

 この規定については付則、裏面でございますが、この規則は交付の日から

施行するということで、今のところ本議会の初日に追加議案で、１１月３０

日に施行をする予定でございます。１２月１日に適用ということで、今回の

規則改正につきましては、今年度分だけを変えさせていただきます。 
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 ２号のほうも来年度に先ほどの条例で変えましたものが、ここで変えさせ

ていただいていますということでございます。ただし、二つ目のほうは、ち

ょっともう一点別のことが盛り込まれておりまして、こちらのほう５ページ

あるうちの２ページ目をごらんいただきたいのですが、赤字でお示ししてご

ざいます。これは今回のベースアップとは別の要件で区長会と特区連とで合

意をした内容でございますが、第５条の６号ですか、育児休業中の職員とし

て在職した期間（当該育児休業の承認にかかわる期間）当該期間が２以上あ

るときはそれぞれの期間を合算した期間が一月以下である場合を除くという

ふうに書いてあるのですが、これは勤勉手当の支給につきましては、欠勤の

日数によって支給する割合が減額されていきます。育児休業とかそういった

お休みをしたり、欠勤の分はその日数によって減額されていきます。これま

では育児休業等をとったとしても、その日数によっては、すぐに何割という

ことで減額がされていました。例えば、七日間から１３日間休むと９割５分

の支給ですとか、二十日間から３０日未満の場合には８割の支給ということ

で減額されていました。これを今、育児休業をとることについては、一月分

までは減額をしないと、要するにとりやすくすると、ワーク・ライフ・バラ

ンスじゃないですけども、育児休業をとりやすくしましょうということでの

制度改正です。ですので、これまでは１日休めばカウントされてきたものを

一月までは全額支給しましょうと、そういう改正内容になります。それがあ

わせて今回、勤勉手当の給与条例の他にあわせて改正された内容がここには

含まれているというものでございます。 

 以上２点が、勤勉手当に関する規則の一部改正の内容でございます。 

 

 ありがとうございました。今、第４５号議案と第４６号議案、あわせてご

説明いただきましたが、あわせてご質問、ご意見ございましたらよろしくお

願いいたします。 

 

 幼稚園の職員として採用された方についてお伺いしたいのですが、そうい

う方は、ずっと幼稚園の給料表でその先給料をもらい続けるということにな

りましょうか。 

 

 当初から幼稚園の教育職員として採用されておりますので、それはずっと

適用されます。 

 

 石井委員、つまり幼稚園の教職以外に動くことあるのかという前提じゃな
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いですか。 

 

 動いたとしても、幼稚園の給料表で給料をもらうのかと。 

 

 まず、動くことがあるのかどうかということなのですよ。あった場合が、

今度は幼稚園の教員じゃないでしょうということを石井委員はお話になって

いるのですね。 

 

 それは採用されたときの職種でございますので、例えば、試験を受けて事

務職に変わると、事務職試験を受けないと内部での能力検定というそういう

ものを受けない限りは変わりません。 

 

 他によろしいですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 なければ、４５号、４６議案は原案のとおり決定させていただきます。 

 秘密会はここまでといたします。 

続いて、第４７号議案でございますが、中学校副校長の任命に関する東京

都教育委員会への内申、これを議題といたしますが、これも人事に関する案

件でありますので、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定める秘密会と

して審議したいと思います。この発議に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

 全員賛成でございます。これより会議は秘密会とさせていただきます。 

 

〔第４７号議案 秘密会により審議〕 

 

 では、続いて日程第３に入ります。 

 教育関係事務報告にまいります。 

 はじめに、教育委員会後援名義使用承認についての報告にまいります。事

務局から説明をお願いします。 

 

 教育委員会後援名義の使用申請でございます。一覧表をおつけしました。 
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 行事名、第２４回小松川平井地区小学校卒業記念ナイトウォーク、申請者

はナイトウォークの実行委員会の会長名でございます。実施日時につきまし

ては、２９年３月２５日土曜日から同２６日の日曜日まで。実施会場は、出

発到着地として小松川小学校、対象は地区内の小学校の卒業生と保護者でご

ざいます。経費の徴収ですが、一人６００円、保険料と食料費ということで

ございます。賞状等につきましては、完歩賞をお出しするということです。

毎年行われまして、今回で教育委員会の後援名義の回数が２４回目となりま

して、同時に区の後援名義の申請も出ております。夜間２７キロを完歩する

チャレンジ精神と、それをやり遂げた自信を小学校の卒業記念とするためと

いうものでありです。もう一枚、実施要項案をおつけしてございます。こう

いった内容で第２４回目のものでございます。以上でございます。 

 

 ということでございます。ご質問、ご意見ございましたらお願いいたしま

す。 

 

 小松川平井地区の小学校は何校あるのでしょうか。そしてあと、大体何人

ぐらいを予定しているのか教えてください。 

 

 今年から６校ということで、昨年度までは７校でございました。平井第二

小学校が閉校となっております。ちなみに前回、２３回の参加者でございま

すが、６２８名の参加です。このうち児童の参加が２８６名で、保護者、先

生を合わせて今の２８６人に対して保護者、先生それぞれ８４、１２名での

参加がありまして、学校関係では３８２名、その他実行委員会の方々という

ことで２４６名と、合わせて６２８名の参加があったと報告をいただいてお

ります。 

 

 よろしいですか、尾上委員。 

 

 ありがとうございます。 

 

 他にいいですか。 

 じゃあ、私から聞くのですけど、これ６年生のうち２８６名、何割になり

ます。６年生が全員対象でしょう、これ。だから、６年生だけなんだよね。

そのうち２８６というと何割ぐらい行っているのだろう。卒業生徒だからね。

どのぐらいだろう、これ。 
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 ３８０から４００ぐらいの、今年で言えば６年生のはずです。 

 

 ６割以上行っているんだ。６割以上行っているということですね。参加率

いいですよね。そういう意味では。 

 

 ６２８人というと、スタートしてから最後結構の長蛇の列になりますよね。

これって最初と最後の、最初はスタート、声かけして入って、帰り解散、自

由解散でもないと思うのですけど、その辺はどんなふうにしているのでしょ

うね。 

 

 班分けをして動いていると思います。それぞれ班のリーダーとかというだ

けで８５名の方が実行委員会で班リーダーとして位置づけされておりますの

で。 

 

 学校ごとに頭とお尻と真ん中とそれぞれ地区委員さんですよね、地区委員

さんだとかＰＴＡだとか学校の先生だとか、校長も一緒に歩く人いるのです

けど、本当に安全を確保して、だから、半分がこの倍ぐらいが、行っている

人の倍ぐらいが大人でしょう。ですから、大人より子どものほうが元気に帰

ってくるようです。ところどころというか区域ごとに警察が見てくれている

というようです。これはそこまでつくるのに大変だったと聞いています。 

 

 すごい思い出になるでしょうね。 

 

 なりますね。 

 

 ありがとうございます。 

 

 よろしいでしょうか。いいですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 では、ないようですので、報告事項を了承させていただきます。 

 続いて、教職員の人事についての報告にまいります。この報告事項は人事

に関する案件であるため、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定める秘
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密会により審議したいと思いますが、この発議に賛成の方、挙手をお願いい

たします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

 全員賛成でございます。これより会議は秘密会となります。 

 

〔秘密会により報告〕 

 

 続いて、１２月の不登校対策強化月間の取り組みについての報告にまいり

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

 １２月の不登校対策強化月間の取り組み、それから、実はその次の年末・

年始の不登校対策、これも非常に関連していますので、一緒にという形で説

明させていただいてよろしいでしょうか。 

 

 それでお願いします。 

 

資料のほうをごらんいただきたいのですが、１２月の不登校対策強化月間

の取り組みについてでございます。 

 こちらは、既に１５日に開催しました校長会で各学校長宛てに配付、それ

から説明しているものでございます。本区においては、不登校対策というこ

とで年間を通じて力を入れているところではあるのですが、特に次年度に向

けた取り組みを進めていく上でも、この１２月を不登校対策強化月間として

捉えて、各学校で重点的に取り組んでいただこうというふうに考えていると

ころでございます。 

 具体的には、２番の取り組みの重点のところをごらんいただきたいのです

が、まず（１）、特に小学校６年生、中学校１年生の早期発見、早期対応を重

点としています。小学校６年生、中学校１年生というところなのですが、（２）

にも関係するのですが、小学校から中学校への進学のときにどれだけ適切に

情報共有であるとか、具体的な対応策を講じるかというのはポイントになっ

てきますので、（２）としまして、小中連携を生かした具体的な対応策を講じ

るというようなことを掲げています。 

 それから（３）ですが、進学・進級の時期になりますので、二者面談、三

者面談、家庭訪問等を実施して、児童生徒、それから保護者との意思疎通を
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図る機会ということを掲げています。 

 それから、これは夏季休業終了後もそうなのですけれども、長期休業終了

後、子どもたちの変化というのが起きやすい時期でもありますので、（４）と

しまして、児童生徒の変化に即座に対応できる体制というところで……いま

す。 

 具体的な内容なのですが、３番のところに（１）（２）書きましたが、基礎

情報カード、それから引き継ぎカードを作成し、不登校にさせないためのチ

ェックシートの活用を図るといった段取りで各学校には指示しているところ

でございます。基礎情報カード、それから引き継ぎカードというのは、具体

的に不登校のお子さん、不登校相当、準不登校といったような形で、それぞ

れ段階ごとに子どもたちの状況を記録して、それを学校の中で共有するとい

ったものでございます。その引き継ぎカードというのは、今それを次の学年

であるとか、次の学校に引き継ぐためにそれぞれ個人の情報を取りまとめて

おいて、次の担任であるとか次の学校に内容を引き継ぎましょうというよう

な内容でございます。 

 囲みの中で①番、出席簿、要録を再点検の後、不登校、準不登校、不登校

相当という表現を使っているのですが、それぞれの状態にある子どもを把握

すると。ちなみに不登校については、これは問題行動等の調査で使っている

ように年間の欠席が３０日以上のお子さんです。不登校相当というお子さん

が次の段階になるのですが、欠席に遅刻早退を２分の１した数で３０日以上

を超えるお子さんを不登校相当としています。つまり欠席だけではなくて遅

刻早退を含めて３０日以上になった場合を不登校相当という表現を使ってい

ます。準不登校というのは、欠席数に遅刻早退を２で割った数を足したとき

に、その数が１５日以上３０日未満の場合を準不登校と使っています。です

から、それぞれ不登校のお子さんだけではなくて、その前段階にあるような

お子さんの状況も把握して情報を確認しておくというようなところでござい

ます。具体的には、②番で引き継ぎカードを作成する。それから、それらの

情報をもとにしてということで③番、進学・進級時の資料を作成するという

ような段取りで行っています。 

 その他はごらんいただければよろしいかなと思いますが、具体的に基礎情

報カード、引き継ぎカード等の作成については、１枚めくっていただいて２

枚目の資料のところに具体的な手順を示して学校には指示しているところで

ございます。 

 それから３枚目については、２枚目の資料をわかりやすいようなフローチ

ャートのような矢印の形でつくったものが不登校の防止に向けてといった１
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枚ペーパーになります。こちらについても学校に配付しているところでござ

います。 

 もう一枚、年末年始の不登校対策についてといった資料をお配りしている

かと思いますけれども、内容としては、年末年始に１年の不登校対策を振り

返ってみましょうという内容です。特に中学校に入学後、不登校生徒数は約

４倍に増えてしまうと、それを未然に防ぐために小・中学校間で児童生徒に

関する情報の共有、組織的な対応を図る体制をつくるといったことを書かせ

ていただいています。 

 それから、資料の下のほうには、先ほど申し上げた基礎情報カードといっ

た児童にかかわる情報を作成し、１月以降、中学校との連絡を引き継ぎをや

りますので、その際に活用するといったところで書いております。 

 

 ありがとうございました。今の件につきましてのご質問、ご意見ございま

したらよろしくお願いいたします。 

 

 以前にもちょっと発言をさせていただいたことがあるのですけども、この

基礎情報カードすごく大事だと思うのです。特に校長先生が異動するところ、

そういうところはやはり十分な伝達もやっぱりカードだけじゃなくていろい

ろなことが欠ける場合がありますので、特にそういう校長先生の異動等があ

るところに関しましては、十分に注意を払って対応していくというふうにし

ていただければなと思っております。 

 

 よろしいですか。 

 

 はい。 

 

 他にどうでしょうか。 

 

 とにかく不登校の特効薬はないと思うのですけども、やっぱり各校の小・

中学校の校長さん同士がせっかく小中の連携校という形がある程度組織化さ

れたので、そこで一番大きなのれんになると思うのですよね。情報共有して

動く、これ、本当動かないといけないですね。それを担任任せにしていない

でやっぱりリーダーシップをとってどんどんやっていかないと本当に中学校

の６５０人という数値は減らないと思うのです。 
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 この件についてはよろしいですか、委員の皆さん。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、ただいまの報告事項を了承させていただきます。 

 以上をもちまして、平成２８年第２２回教育委員会定例会を終了します。 

 お疲れさまでございました。 

 

 

閉会時刻 午後３時１８分 

 

 

 

 


